
様式第１号（R5.4.1改正）
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　氏　名

Ⅱ ａ

ｂ

ｃ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅵ 役職 氏名

組合名

代表者

※処理欄 （特例対象者に該当するか） 該当する　□　／　該当しない　□

※労働局記入欄

本 計 画 の 想 定 期 間

高 年 齢 離 職
予 定 者 の 数

人

Ⅴ事業主が共通して講じようとする措置の具体的内容

求職活動支援
基本計画を作
成する事業所

名 称 ｄ 事業の種類

所 在 地

労 働 者 数 ～99人・100～299人・300～999人・1000～4999人・5000人～

Ⅰ

事

業

主

ｂ
　住　所

ｃ 電 話 番 号

（　　　）

　　　（　　　公共職業安定所長　経由）

求 職 活 動 支 援 基 本 計 画 書

雇用保険適用事業所番号

雇用保険法施行規則第102条の5第2項第2号の規定により、下記のとおり提出します。

　　　                 　労働局長　殿    　　年 　 月 　 日作成

Ⅸ 本計画書の内容について、同意します。
（本計画書の内容について、労働者の過半数で組織する労働組合

（ない場合には労働者の過半数を代表する者）の同意）

Ⅶ 協定の当事者である労働組合が事業所の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は
上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表す
る者であること。（チェックボックスに要チェック）
Ⅷ 上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第２号に規定する監督又は管理の地位
にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施され
る投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であつて使用者の意向に基づき選出され
た者でないこと。（チェックボックスに要チェック）

労  働  局
受  理  印

再就職援助担当者 電話番号

法 人 に あ っ て は
名 称 及 び
代 表 者 の 氏 名

法 人 に あ っ て は
主 た る 事 務 所 の
所 在 地

高年齢者雇用安定法

法 人 に あ っ て は
名 称 及 び
代 表 者 の 氏 名

法 人 に あ っ て は
主 た る 事 務 所 の
所 在 地

高年齢者雇用安定法



求職活動支援基本計画書（様式第１号）の記入要領

本様式は、「労働移動支援助成金（再就職支援コース）」の支給要件の１つである「求職活動支援基本計画

書」（雇用保険法施行規則第102条の５第２項第２号）の様式です。

作成後は、速やかに管轄の都道府県労働局長あて提出するものとします。なお、当該提出については、当該都

道府県労働局長の指揮監督する公共職業安定所長を経由して行うことができます。

また、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条第１項に

規定する再就職援助計画を作成（ただし、備考欄に所定の記載事項が必要です。）し、同法第24条第３項又は第

25条第１項の規定に基づきその認定が申請され、公共職業安定所の長から認定を受けた場合には、本様式による

求職活動支援基本計画書を改めて作成する必要はありません。

欄外 雇用保険適用事業所番号

雇用保険適用事業所の番号を記入します。

Ⅰ 事業主の氏名（法人にあっては本社の名称及び代表者氏名）、住所及び電話番号を記入します。

Ⅱ 求職活動支援基本計画書を作成する事業所

求職活動支援基本計画書の作成は事業所単位で行い、例えばＥ水産会社にＸ、Ｙ、Ｚ の工場があり、Ｘ

工場で作成する場合は、名称を「Ｅ水産会社Ｘ工場」とし、その所在地、事業の種類、労働者数の区分を記

入します。

Ⅲ 本計画書の想定期間

この求職活動支援基本計画書で想定している、同計画上の求職活動支援措置を実施する予定期間を記入します。

Ⅳ 高年齢離職予定者の数

求職活動支援書の交付を予定している対象者の数を記入します。

また、様式第１号別紙の「高年齢離職予定者一覧」に記載された者と同数になるようにしてください。

Ⅴ 事業主が共通して講じようとする措置の具体的な内容

事業主が、対象者に対して共通して講じようとする求職活動支援措置の具体的な内容を記入します。

Ⅵ 再就職援助担当者

再就職援助担当者の役職名、氏名、連絡先の電話番号を記入します。

Ⅶ 本計画書の内容について、労働者の過半数で組織する労働組合（ない場合には労働者の過半数を代表する

者）の同意

求職活動支援基本計画書の内容について、労働組合等の同意が必要とされていますので（雇用保険法施行規則

第102条の５第２項第２号）、当該労働組合等の代表者の氏名等の記載により、求職活動支援基本計画書の内容に

ついて同意を得た旨の証明が必要です（組合等から単に意見を聴取しただけでは不可）。


